
１１　鋳型造型機

１０　合成樹脂用射出成形機

原動機を用いるもの９　印刷機械

８　抄紙機

※振動規制法の特定施設に該当するものもあるので、注意が必要。

７　木材加工機械

(ﾍ)　かんな盤 原動機定格出力合計３．７５kW以上

原動機定格出力合計２．２５kW以上

全てのもの

(ﾎ)　丸のこ盤

(ﾆ)　帯のこ盤

(ﾊ)　砕木機

(ﾛ)　チッパー

(ｲ)　ドラムバーカー

全てのもの

全てのもの

全てのもの

製材用：原動機定格出力１５kW以上

木工用：原動機定格出力２．２５kW以上

混練機の混練容量０．４５㎥以上で、気ほうコンク

リートプラントを除く。

４　織機

２　空気圧縮機及び送風機

(ﾛ)　アスファルトプラント

(ｲ)　コンクリートプラント

混練機の混練重量が２００kg以上

(ﾙ)　切断機

(ﾇ)　タンブラー

(ﾘ)　ブラスト

(ﾄ)　鍛造機

５　建設用資材製造機

３　土石用又は鉱物用の破砕機、磨砕機、

　ふるい及び分級機

全てのもの

(ﾍ)　せん断器

(ﾎ)　機械プレス

(ﾆ)　液圧プレス

(ﾊ)　ベンディングマシン

原動機を用いるもの

原動機規格７．５kW出力以上

原動機規格７．５kW出力以上

といしを用いるもの

全てのもの

タンブラスト以外で、密閉式を除く。

６　穀物用製粉機 ロール式で、原動機定格出力７．５kW以上

原動機定格出力合計３．７５kW以上

呼び加圧能力２９４kN以上

矯正プレスを除く。

騒音規制法に基づく特定施設（騒音規制法施行令別表第１に掲げる施設）

規模等要件

(ﾁ)　ワイヤーフォーミングマシン

ロール式で、原動機定格出力３．７５kW以上

全てのもの

(ﾛ)　製管機械

(ｲ)　圧延機械

１　金属加工機械

項番号・施設名

全てのもの

原動機定格出力合計２２．５kW以上


